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高島市土地改良事業の計画策定等に係る分担金徴収条例 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２４条の

規定に基づき、土地改良事業によって利益を受ける者（以下「受益者」と

いう。）から、その事業の認可に伴い本市が施行する計画策定等の費用に

充てるために徴収する分担金（以下「分担金」という。）に関し、必要な

事項を定めるものとする。 

 （分担金の総額） 

第２条 前条に規定する受益者から徴収する分担金の総額は、当該年度にお

ける事業に要する費用の額に別表に定める率を乗じて得た額の範囲内にお

いて市長が定める額とする。 

 （分担金の徴収方法） 

第３条 前条の規定により徴収する分担金の徴収の時期および方法は、市長

が定める。 

 （分担金徴収の延期等） 

第４条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、分担金の徴収を延

期し、または減額し、もしくは免除することができる。 

⑴ 天災 

⑵ その他特別の事情があるとき。 

 （委任） 

第５条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

付 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 



別表（第２条関係） 

区分 分担金の率 

農業生産基盤整備事業に係る事業計画区域外周部の境界

測量等 

２０％ 
農業生産基盤整備事業に係る現況調査および事業計画策

定等 

農業生産基盤整備事業に係る農用地集団化事業計画策定

等 

 


